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情報提供ネットワークシステム等の利用 ≪添付書類が省略される例１≫

児童手当受給にかかる更新手続対象者数 約960万人/年

請求者

交付申請 申請受理

交付受領

③滞在時間 20分
事務処理時間 5分

認定請求

【課税証明書等の請求】

【児童手当の認定請求】

請求受付

書類確認

事実審査

【Before】(課税証明書等を申請しに引越し元自治体へ行く場合)

訪庁

①窓口への移動時間
②窓口への往路交通費

帰宅

認定
請求書

引越し元市町村

引越し先市町村

調査

課税証明書（生計維持関係（収入の状況）
の確認のため）

認定
通知書

認定通知書受領

帰宅

訪問

【フェーズ1】(課税証明書等の申請が不要になった場合)

請求者 引越し元市町村
情報提供ネット
ワークシステム

【フェーズ2】(電子申請が行えるようになった場合)

認定請求

【児童手当の認定請求】

請求受付

事実審査

引越し先市町村

・他にも添付資料あり

書類確認

情報照会

個人番号管理システム 番号による
住基・税等
情報提供

課税証明書情報連携

認定通知書受領
認定
通知書

電子申請
※マイナンバーカードで公的個人認証

請求者 引越し元市町村
情報提供ネット
ワークシステム

認定請求

【児童手当の認定請求】

請求受付

※マイナンバーカードの提示

事実審査

訪問

帰宅

引越し先市町村

認定
請求書

書類確認

情報照会

個人番号管理システム 番号による
住基・税等
情報提供

課税証明書情報連携

認定通知書受領 認定
通知書

システム入力

◆請求者が引越し元市町村で課税証明書を取得する負担が軽減される。
◆引越し元市町村は課税証明書を発行する事務が不要となる。

◆請求者は手続のための役所への訪庁が不要となる。
◆役所は電子申請、申告を受け取ることで、システムへ自動入力されるため、
手動での入力作業が不要となる。

請求者

（※本事例以外の事由による申請等手続対象者も含めた人数）

児童手当の認定請求（引越しに伴う申請）
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請求者 市町村

交付申請 申請受理

交付受領

課税証明書（生計維持関係（収入の状況）の確認のため）

住民票の写し（本人の生年月日、本人との生計維持関係（世帯の状況）の確認のため）

戸籍謄本（配偶者と本人の婚姻関係の確認のため）

③滞在時間 20分
事務処理時間 5分

年金請求

【課税証明書等の申請】

【老齢厚生年金の裁定請求】

請求受付

点検・確認

【Before】(課税証明書等を申請しに自治体へ行く場合)

訪庁

帰宅

①窓口への移動時間
②窓口への往復交通費

帰宅

訪問

添付書類（課税証明書、住民票の写し、
戸籍謄本）

請求者 市町村年金事務所等（日本年金機構）
情報提供ネット
ワークシステム

年金請求

【老齢厚生年金の裁定請求】

請求受付

情報照会

個人番号管理システム 番号による
住基・税等
情報提供

課税証明書
住民票の写し
戸籍謄本

情報連携

・戸籍はいずれ情報連携できる前提
・他にも添付資料あり
・日本年金機構では、今後情報連携を行う予定

電子申請
※マイナンバーカードで公的個人認証

【 After ①】(窓口申請の場合)

請求者 市町村年金事務所等（日本年金機構）
情報提供ネット
ワークシステム

年金請求

【老齢厚生年金の裁定請求】

請求受付

点検・確認

情報照会

個人番号管理システム 番号による
住基・税等
情報提供

課税証明書
住民票の写し
戸籍謄本

情報連携

訪問

帰宅

◆請求者が市町村で課税証明書等を申請する負担が軽減される。
◆市町村が課税証明書等を交付する事務が不要となる。

システム入力

年金証書等受領 年金証書等作成

裁定請求書

システム入力

年金証書等作成

裁定請求書

年金証書等受領

【 After ②】(電子申請の場合)

点検・確認

システム入力

年金証書等作成年金証書等受領

年金事務所等（日本年金機構）請求者

後日、年金証書・年金決定通知書送付

後日、年金証書・年金決定通知書送付

後日、年金証書・年金決定通知書送付

年金証書等

年金証書等

年金証書等

※マイナンバーカードの提示

電子申請による老齢厚生年金の裁定請求も可能。その場合、課税証明書
等の添付書類は郵送で送付する。

老齢厚生年金の裁定請求対象者数 約67万人/年
（※課税証明書等が必要となる加給年金・振替加算の対象者のみであることに留意）

老齢厚生年金の裁定請求

情報提供ネットワークシステム等の利用 ≪添付書類が省略される例２≫
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加入者 引っ越し元市町村引っ越し先市町村

保険証受領

納税通知書受領

【国民健康保険の異動届出】

所得照会依頼文書作成、発送

【Before】（市町村間の公用照会を紙で行う場合）

【After】（市町村間の公用照会を情報提供ネットワークシステムで行う場合）

依頼文書（照会書）受領

回答書作成（又は所得
証明書発行）、発送

回答書受領

納税通知書作成、発送

情報提供ネット
ワークシステム

【加入者の前年度所得の確認】
5分

5分

加入者 引っ越し元市町村引っ越し先市町村

納税通知書受領
納税通知書
作成、発送

【加入者の前年度所得の確認】
情報照会

番号による
税情報提供

課税証明書情報連携

個人番号管理システム

◆引っ越し先市町村の所得情報照会に係る事務が軽減される。
◆引っ越し先市町村が速やかに正確な所得情報を把握することが可能となる。
◆引っ越し元市町村の所得情報回答に係る事務が不要となる。

納税通知書

納税通知書

照会書

回答書

【国民健康保険の異動届出】

保険証

保険証
受領

保険証

申請受理

保険証発行

システム入力

申請訪庁

申請訪庁

申請受理

保険証発行

システム入力

市町村国民健康保険加入世帯数 約1,900万世帯

・他にも添付資料あり

※以下の業務運用は、市町村における運用の具体的な一つの例であり、必ずしも全ての市町村において以下の運用を行うとは限らない。
また、転入届（国保の資格を証する事項を付記したもの）があったときは、国保法の規定による国民健康保険への届出があったものとみなされる。

転入届

転入届

国民健康保険
異動届

※国保の資格を証する
事項を付記したもの

※マイナンバーカードの提示

情報提供ネットワークシステム等の利用 ≪公用照会の例１≫

国民健康保険料（税）に関する事務（引っ越しに伴う届出）
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扶養者 被扶養者の住所地市町村扶養者の住所地市町村

個人住民税
納税通知書受領

個人住民税
納税通知書受領

【個人住民税額の決定】

所得照会依頼文書作成、発送

【Before】（市町村間の公用照会を紙で行う場合）

【After】（市町村間の公用照会を情報提供ネットワークシステムで行う場合）

個人住民税額決定

所得照会依頼文書受領

システムで対象者検索、回答書印刷、発送

回答書受領

納税通知書作成、発送

【被扶養者の前年度所得の確認】

5分

情報照会
番号による
税情報提供

所得証明書情報連携

個人番号管理システム

◆扶養者の住所地市町村の所得情報照会に係る事務が軽減される。
◆被扶養者の住所地市町村の所得情報回答に係る事務が不要となる。

納税通知書
（税額変更）

照会書

回答書

遠隔地の被扶養者をシステムに登録

照会の結果、被扶養者が扶養の要件に当てはまらないことが判
明した場合、税額を変更して扶養者に再度通知。

照会文書を分類、ナンバリング、管理簿に記載

控えをファイリング、管理簿に発送日記載

納税通知書

被扶養者の所得確認等

扶養者 被扶養者の住所地市町村扶養者の住所地市町村

個人住民税
納税通知書受領

【個人住民税額の決定】

個人住民税額決定

【被扶養者の前年度所得の確認】

遠隔地の被扶養者をシステムに登録

納税通知書

情報提供ネット
ワークシステム

個人住民税
納税通知書受領

納税通知書作成、発送納税通知書
（税額変更）

被扶養者の所得確認等

5分

情報提供ネットワークシステム等の利用 ≪公用照会の例２≫

遠隔地扶養照会の事務
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